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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
か
ら
の
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請

を
適
当
と
決
定
し
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土
地
改
良
区
名

所
在
地

事

業

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

野
津
土
地
改
良
区

臼
杵
市

土
地
改
良
事
業

（
維
持
管
理
計
画
書
）

令
七
・
一
一
・
一
八
か
ら

令
七
・
一
二
・　

八
ま
で

臼
杵
市
役
所

豊
後
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地

改
良
事
業
施
行
申
請
人
代
表
川
嶋
久
男
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

事　
　

業　
　

名

地 

区 

名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
水
田
畑
地
化
推
進
基
盤
整
備
事

業

重
藤
地
区

令
七
・
一
一
・
一
八
か
ら

令
七
・
一
二
・　

八
ま
で

国
東
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

南
立
エ
ン
ジ
ョ
イ
倶
楽
部

　
　

別
府
市
観
海
寺
三

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
六
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名

　
　

大
分
県
立
南
石
垣
支
援
学
校

四　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日

五　

委
託
の
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

（
告
示
）



令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報

二

（
告
示
）

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
立
学
校

照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

委
託
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名
並
び
に
受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

委
託
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
の
一
〇
七
番
五
六
二

　

臼
杵
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

　
　

会　

長　

尾　

崎　
　
　

康

大
分
県
立
芸
術
緑
丘
高
等
学
校

大
分
市
上
野
町
四
番
五
号

　

ひ
し
の
み
ク
ラ
ブ

　
　

会　

長　

平　

松　

義　

広

大
分
県
立
日
田
三
隈
高
等
学
校

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
―
一

　

日
田
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

　
　

会　

長　

日　

出　

正　

義

大
分
県
立
新
生
支
援
学
校

大
分
市
玉
沢
一
〇
三
番
地

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
わ
さ
だ
夢
ク
ラ
ブ

　
　

理
事
長　

安　

東　

房　

吉

大
分
県
立
中
津
支
援
学
校

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

　

中
津
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

　
　

会　

長　

内　

尾　

伸　

行

大
分
県
立
さ
く
ら
の
杜
高
等
支
援
学
校

大
分
市
田
室
町
三
番
三
七
号

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
お
お
み
ち
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ

　
　

会　

長　

園　

田　

幸　

一

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で


